
目

次

告

示

○
救
急
病
院
の
設
置
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
医
療
薬
務
課
）
…
一

公

告

○
青
森
県
地
域
防
災
計
画
修
正
の
要
旨
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
防
災
危
機

管

理

課
）
…
一

選
挙
管
理
委
員
会

○
政
治
資
金
規
正
法
に
よ
る
政
治
団
体
の
名
称
等
の
公
表
qqqqqqqqqqqqqqq（
事

務

局
）
…
三

○
政
治
資
金
規
正
法
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
qqq（

同

）
…
三

○
政
治
資
金
規
正
法
に
よ
る
政
治
団
体
の
解
散
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
四

○
政
治
資
金
規
正
法
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
の
名
称
等
の
公
表
qqqqqqqqq（

同

）
…
四

○
政
治
資
金
規
正
法
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届

出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
四

○
政
治
資
金
規
正
法
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
で
な
く
な
っ
た
旨
の
届
出
（

同

）
…
五

公
安
委
員
会

○
猟
銃
及
び
空
気
銃
の
取
扱
い
に
関
す
る
講
習
会
の
開
催
（
初
心
者
）
（
生
活
保
安
課
）
…
五

○
猟
銃
及
び
空
気
銃
の
取
扱
い
に
関
す
る
講
習
会
の
開
催
（
経
験
者
）
（

同

）
…
六

○
ク
ロ
ス
ボ
ウ
の
取
扱
い
に
関
す
る
講
習
会
の
開
催
（
初
心
者
）
qqqqqq（

同

）
…
七

○
ク
ロ
ス
ボ
ウ
の
取
扱
い
に
関
す
る
講
習
会
の
開
催
（
経
験
者
）
qqqqqq（

同

）
…
七

○
空
気
銃
の
年
少
射
撃
資
格
の
認
定
に
関
す
る
講
習
会
の
開
催
（
年
少

射
撃
資
格
者
）
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
八

告

示

青
森
県
告
示
第
百
五
十
一
号

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
救
急
病
院
を
認
定
し
た
の
で
、
同
令
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
三
月
十
八
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

名

称

所

在

地

認
定
の
有
効
期
限

国
民
健
康
保
険
お
い
ら

せ
病
院

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
上
明
堂
一
の

一

令
和
九
年
三
月
十
九
日

公

告

青
森
県
地
域
防
災
計
画
修
正
の
要
旨

災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
三
号
）
第
四
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

青
森
県
地
域
防
災
計
画
（
以
下
「
計
画
」
と
い
う
。
）
を
修
正
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に

よ
り
そ
の
要
旨
を
公
表
す
る
。

令
和
六
年
三
月
十
八
日

青
森
県
防
災
会
議
会
長

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

計
画
修
正
の
趣
旨

青
森
県
防
災
会
議
は
、
昭
和
三
十
八
年
に
計
画
を
策
定
し
て
以
来
、
毎
年
こ
れ
に
検
討
を
加

え
、
必
要
に
応
じ
修
正
を
行
っ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
県
の
防
災
対
策
の
見
直
し
、
国
の
防

災
基
本
計
画
の
修
正
等
を
踏
ま
え
、
計
画
に
つ
い
て
、
災
害
対
策
全
般
に
わ
た
っ
て
修
正
を
行
っ

青
森
県
報
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第
七
百
三
十
七
号

令
和
六
年三

月
十
八
日

（
月
曜
日
）



た
も
の
で
あ
る
。

二

計
画
修
正
の
年
月
日

令
和
六
年
二
月
二
十
二
日

三

計
画
修
正
の
主
な
内
容

風
水
害
等
災
害
対
策
編

第
二
章

防
災
組
織

第
二
節

配
備
態
勢

十
和
田
火
山
避
難
計
画
（
小
規
模
噴
火
の
場
合
）
の
策
定
に
伴
う
修
正
を
行
っ
た
。

第
三
章

災
害
予
防
計
画

第
三
節

防
災
業
務
施
設
・
設
備
等
の
整
備

障
害
者
の
情
報
取
得
・
意
思
疎
通
に
係
る
施
策
を
推
進
す
る
こ
と
と
し
た
。

第
十
節

避
難
対
策

災
害
ケ
ー
ス
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
な
ど
の
被
災
者
支
援
の
仕
組
み
の
整
備
等
に
努
め
る
こ
と
と

し
た
。

第
十
二
節

要
配
慮
者
安
全
確
保
対
策

避
難
行
動
要
支
援
者
名
簿
等
の
作
成
等
へ
の
デ
ジ
タ
ル
技
術
の
活
用
を
検
討
す
る
こ
と
と

し
た
。

第
十
三
節

防
災
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
対
策

災
害
中
間
支
援
組
織
の
育
成
・
強
化
と
関
係
者
の
役
割
分
担
の
明
確
化
及
び
災
害
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
設
置
予
定
場
所
の
明
確
化
に
努
め
る
こ
と
と
し
た
。

第
十
四
節

災
害
廃
棄
物
対
策

災
害
廃
棄
物
対
策
の
処
理
体
制
の
整
備
等
に
つ
い
て
、
新
た
に
記
載
し
た
。

第
四
章

災
害
応
急
対
策
計
画

第
三
十
節

電
力
・
ガ
ス
・
上
下
水
道
・
電
気
通
信
・
放
送
施
設
対
策

通
信
障
害
発
生
時
の
丁
寧
な
周
知
広
報
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

第
五
章

雪
害
対
策
、
事
故
災
害
対
策
計
画

第
二
節

海
上
災
害
対
策

旅
客
船
の
総
合
的
な
安
全
・
安
心
対
策
を
強
化
す
る
こ
と
と
し
た
。

第
六
章

災
害
復
旧
対
策
計
画

第
三
節

被
災
者
に
対
す
る
生
活
保
障
・
生
活
再
建
支
援
に
関
す
る
計
画

被
災
者
台
帳
の
作
成
へ
の
デ
ジ
タ
ル
技
術
の
活
用
を
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
。

地
震
・
津
波
災
害
対
策
編

第
三
章

災
害
予
防
計
画

第
六
節

防
災
教
育
及
び
防
災
思
想
の
普
及

長
周
期
地
震
動
階
級
に
係
る
情
報
及
び
北
海
道
・
三
陸
沖
後
発
地
震
注
意
情
報
等
の
解

説
・
伝
達
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

火
山
噴
火
等
に
よ
る
津
波
に
関
す
る
情
報
の
普
及
啓
発
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

第
四
章

災
害
応
急
対
策
計
画

第
一
節

津
波
警
報
等
・
地
震
情
報
等
の
発
表
及
び
伝
達

火
山
噴
火
等
に
よ
る
津
波
に
関
す
る
情
報
伝
達
に
つ
い
て
、
所
要
の
修
正
を
行
っ
た
。

北
海
道
・
三
陸
沖
後
発
地
震
注
意
情
報
の
発
信
と
そ
の
対
応
に
つ
い
て
、
新
た
に
記
載
し

た
。

第
八
節

避
難

火
山
噴
火
等
に
よ
る
津
波
に
関
す
る
情
報
伝
達
に
つ
い
て
、
所
要
の
修
正
を
行
っ
た
。

そ
の
他
「
風
水
害
等
災
害
対
策
編
」
の
修
正
に
合
わ
せ
て
諸
対
策
の
充
実
を
図
る
こ
と
と
し
、
所

要
の
修
正
を
行
っ
た
。

火
山
災
害
対
策
編

「
風
水
害
等
災
害
対
策
編
」
の
修
正
に
合
わ
せ
て
諸
対
策
の
充
実
を
図
る
こ
と
と
し
、
所
要
の
修

正
を
行
っ
た
。

原
子
力
災
害
対
策
編

第
一
章

総
則

第
九
節

防
災
関
係
機
関
の
事
務
又
は
業
務
の
大
綱

原
子
力
防
災
に
関
し
、
県
が
処
理
す
べ
き
事
務
又
は
業
務
の
大
綱
に
、
甲
状
腺
被
ば
く
線

量
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
等
に
関
す
る
こ
と
に
つ
い
て
追
加
し
た
。

第
二
章

原
子
力
災
害
事
前
対
策

第
七
節

緊
急
事
態
応
急
体
制
の
整
備

県
は
、
緊
急
時
に
甲
状
腺
被
ば
く
線
量
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
等
に
よ
り
、
対
象
と
な
る
住
民
等

の
被
ば
く
線
量
の
評
価
・
推
定
を
適
切
に
行
え
る
よ
う
、
必
要
な
資
機
材
の
確
保
・
整
備

等
、
住
民
等
の
被
ば
く
線
量
評
価
体
制
を
整
備
す
る
も
の
と
し
た
。

第
三
章

緊
急
事
態
応
急
対
策

第
四
節

屋
内
退
避
、
避
難
収
容
等
の
防
護
活
動

県
は
、
住
民
等
が
運
用
上
の
介
入
レ
ベ
ル
（
Ｏ
Ｉ
Ｌ
）
に
基
づ
き
特
定
さ
れ
た
区
域
等
か

ら
避
難
又
は
一
時
移
転
し
避
難
所
等
に
到
着
し
た
後
に
、
原
子
力
災
害
対
策
指
針
に
お
い
て

対
象
と
す
る
住
民
等
の
甲
状
腺
被
ば
く
線
量
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
行
う
も
の
と
し
た
。
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選
挙
管
理
委
員
会

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
四
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
政
治

団
体
の
設
立
の
届
出
の
あ
っ
た
政
治
団
体
の
名
称
等
を
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次

の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
三
月
十
八
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

畑

井

義

德

政
党
以
外
の
政
治
団
体

政
治
団
体
の

名

称

代

表

者

氏

名

会
計
責
任
者

氏

名

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

届

出

年
月
日

知
桜
政
策
研
究
会

山
本

知
也

野
口

寛
司

む
つ
市
金
曲
一
丁
目

七
の
一
〇

令
和六･
二･
一

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
五
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
政
治
団
体
か
ら
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
三
月
十
八
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

畑

井

義

德

政
党
の
支
部

政
治
団
体
の
名
称

（
代
表
者
氏
名
）

異
動
事
項

新

旧

異

動

年
月
日

自
由
民
主
党
弘
前
市

支
部
（
谷
川

政
人
）

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

弘
前
市
大
字
徳
田

町
三
六
の
二

弘
前
市
大
字
徳
田

町
二
九
の
三

令
和六･
一･
九

会
計
責
任
者

鈴
木

直
子

大
山

直
子

六･
一･
九

自
由
民
主
党
青
森
県

三
戸
郡
第
三
支
部

（
和
田

寛
司
）

会
計
責
任
者

清
野
山

雅
弘

髙
山

浩
司

六･
二･一六

政
党
以
外
の
政
治
団
体

政
治
団
体
の
名
称

（
代
表
者
氏
名
）

異
動
事
項

新

旧

異

動

年
月
日

弘
前
を
変
え
る
未
来

会（
吉
田

達
彦
）

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

弘
前
市
大
字
駒
越

字
村
元
一
三
二
の

四

青
森
市
松
原
三
丁

目
四
の
一
五

令
和六･
二･
一

代

表

者

吉
田

達
彦

中
村

直
幹

六･
二･
一

青
森
県
理
学
療
法
士

連
盟
（
氣
仙

裕
）

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

青
森
市
松
原
一
丁

目
五
の
五

下
北
郡
東
通
村
大

字
砂
子
又
字
里
六

〇

六･
二･
一

亀
田
弘
徳
後
援
会

（
江
戸

幸
一
）

代

表

者

江
戸

幸
一

船
橋

力
男

六･
二･
三

渡
部
伸
広
後
援
会

（
渡
部

伸
広
）

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

青
森
市
大
字
石
江

字
平
山
二
の
四
二

九

青
森
市
大
字
羽
白

字
沢
田
六
五
四
の

二
〇

六･
二･
五

か
ね
は
ま
あ
き
ら
後

援
会
（
金
濱

亨
）

国
会
議
員
関

係
政
治
団
体

の
区
分

法
第
十
九
条
の
七

第
一
項
第
一
号
及

び
第
二
号
に
係
る

国
会
議
員
関
係
政

治
団
体

国
会
議
員
関
係
政

治
団
体
以
外
の
政

治
団
体

五･
七･一九

公
職
の
種
類

（
第
一
号
）

衆
議
院
議
員

五･
七･一九

公
職
の
候
補

者
の
氏
名
及

び
公
職
の
種

類（
第
二
号
）
金
濱

亨
、
衆
議

院
議
員

五･
七･一九

（ ）3 青 森 県 報 第737号令和６年３月18日 月曜日



伊
吹
信
一
後
援
会

（
伊
吹

信
一
）

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

青
森
市
大
字
羽
白

字
池
上
二
〇
三
の

一
五

青
森
市
篠
田
二
丁

目
二
二
の
一
九

六･
二･
九

小
比
類
巻
孝
幸
後
援

会（
浦
田

繁
美
）

会
計
責
任
者

小
比
類
巻

武
年

野
々
宮

正
彦

六･
二･
八

桑
田
豊
昭
後
援
会

（
三
上

金
一
）

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

中
津
軽
郡
西
目
屋

村
大
字
杉
ヶ
沢
字

平
岡
二
の
三
三

中
津
軽
郡
西
目
屋

村
大
字
村
市
字
稲

葉
一
二
〇

六･
二･一〇

代

表

者

三
上

金
一

三
浦

清
則

六･
二･一〇

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
六
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
政
治
団
体
か
ら
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
三
月
十
八
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

畑

井

義

德

政
党
以
外
の
政
治
団
体

政

治

団

体

の

名

称

代
表
者
氏
名

解
散
年
月
日

中
村
ひ
ろ
し
後
援
会

西
谷

勝
衛

令
和
六･
二･
八

中
村
弘
と
未
来
の
会

中
村

弘

六･
二･
八

き
か
ま
り
か
ま
ほ
ろ
ば
会

木
鎌

里
香

五･一二･三一

嶋
村
道
後
援
会

嶋
村

道

六･
二･
六

三
浦
清
則
後
援
会

三
浦

必
勝

六･
一･三一

藤
原
浩
平
後
援
会

石
田

功

六･
二･二三

山
脇
さ
と
し
後
援
会

斉
藤

惠
子

六･
二･二五

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
七
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
資

金
管
理
団
体
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称
等

を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
三
月
十
八
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

畑

井

義

德

資
金
管
理
団
体

の
届
出
を
し
た

者
（
代
表
者
）

の
氏
名

公
職
の
種
類

資
金
管
理
団
体
の

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

指

定

年
月
日

山
本

知
也

む
つ
市
長

知
桜
政
策
研
究
会

む
つ
市
金
曲
一
丁
目

七
の
一
〇

令
和六･
二･
一

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
八
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
第
三
号
の
規
定
に

よ
る
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
三
月
十
八
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

畑

井

義

德

資
金
管
理
団
体

の
届
出
を
し
た

者
の
氏
名

資
金
管
理
団

体
の
名
称

異
動
事
項

新

旧

異

動

年
月
日
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夏
坂

修

夏
坂
修
後
援

会

公
職
の
種
類

青
森
県
議
会

議
員

八
戸
市
議
会

議
員

令
和六･
二･
九

伊
吹

信
一

伊
吹
信
一
後

援
会

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

青
森
市
大
字

羽
白
字
池
上

二
〇
三
の
一

五

青
森
市
篠
田

二
丁
目
二
二

の
一
九

六･
二･
九

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
九
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
第
二
号
の
規
定
に

よ
る
資
金
管
理
団
体
で
な
く
な
っ
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
、
そ
の
名
称
等
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
三
月
十
八
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

畑

井

義

德

資
金
管
理
団
体
の
届
出

を
し
た
者
の
氏
名

資
金
管
理
団
体
の
名
称

資
金
管
理
団
体
で

な
く
な
っ
た
年
月
日

中
村

弘

中
村
弘
と
未
来
の
会

令
和
六･
二･
八

木
鎌

里
香

き
か
ま
り
か
ま
ほ
ろ
ば
会

五･一二･三一

公

安

委

員

会

青
森
県
公
安
委
員
会
告
示
第
三
十
三
号

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
六
号
）
第
五
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
猟
銃
又
は
空
気
銃
の
所
持
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
対
す
る
猟
銃
及
び
空
気
銃
の
取
扱

い
に
関
す
る
講
習
会
を
次
の
と
お
り
開
催
す
る
の
で
、
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
施
行
令
（
昭
和

三
十
三
年
政
令
第
三
十
三
号
）
第
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

令
和
六
年
三
月
十
八
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

横

町

俊

明

一

講
習
会
の
日
時
及
び
場
所

開

催

日

時

開

催

場

所

年

月

日

講

習

時

間

令
和
六
年

六
月
二
日

午
前
九
時
か
ら
午
後

六
時
ま
で

青
森
市
大
字
荒
川
字
藤
戸
一
一
九
の
七

青
森
県
総
合
社
会
教
育
セ
ン
タ
ー

〃

六
月
十
七
日

〃

弘
前
市
大
字
末
広
四
丁
目
一
〇
の
一

弘
前
市
総
合
学
習
セ
ン
タ
ー

〃

六
月
二
十
七
日

〃

八
戸
市
大
字
売
市
字
輿
遊
下
三

八
戸
市
ス
ポ
ー
ツ
研
修
セ
ン
タ
ー

二

講
習
科
目

１

猟
銃
及
び
空
気
銃
の
所
持
に
関
す
る
法
令

２

猟
銃
及
び
空
気
銃
の
使
用
、
保
管
等
の
取
扱
い

３

猟
銃
用
火
薬
類
に
関
す
る
法
令

三

受
講
者
の
資
格

青
森
県
公
安
委
員
会
の
管
轄
区
域
内
に
住
所
を
有
し
、
猟
銃
又
は
空
気
銃
の
所
持
の
許
可
を
受

け
よ
う
と
す
る
者

四

受
講
手
続

１

講
習
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
講
習
開
催
日
の
十
日
前
ま
で
に
住
所
地
を
管
轄
す
る
警
察

署
に
、
講
習
受
講
申
込
書
に
必
要
な
事
項
を
記
入
し
、
写
真
（
提
出
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た

無
帽
、
正
面
、
上
三
分
身
、
無
背
景
の
も
の
で
、
裏
面
に
氏
名
及
び
撮
影
年
月
日
を
記
入
し
た

も
の
）
を
添
え
て
提
出
す
る
こ
と
。

２

講
習
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
受
講
手
数
料
を
青
森
県
収
入
証
紙
に
よ
り
納
付
す
る
こ

と
。

五

講
習
修
了
証
明
書
の
交
付

講
習
修
了
証
明
書
は
、
講
習
会
に
お
け
る
講
習
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
、
所
定
の
科
目
を
修
得

し
た
か
ど
う
か
を
考
査
し
、
こ
れ
ら
の
科
目
を
修
得
し
た
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
交
付
す
る
。
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青
森
県
公
安
委
員
会
告
示
第
三
十
四
号

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
六
号
）
第
五
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
猟
銃
又
は
空
気
銃
の
許
可
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
対
す
る
猟
銃
及
び
空
気
銃
の
取
扱

い
に
関
す
る
講
習
会
を
次
の
と
お
り
開
催
す
る
の
で
、
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
施
行
令
（
昭
和

三
十
三
年
政
令
第
三
十
三
号
）
第
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

令
和
六
年
三
月
十
八
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

横

町

俊

明

一

講
習
会
の
日
時
及
び
場
所

開

催

日

時

開

催

場

所

年

月

日

講

習

時

間

令
和
六
年

四
月
十
九
日

午
後
一
時
か
ら
午
後

四
時
ま
で

八
戸
市
城
下
一
丁
目
一
六
の
二
五

八
戸
警
察
署

〃

五
月
十
七
日

〃

弘
前
市
大
字
八
幡
町
三
丁
目
三
の
二

弘
前
警
察
署

〃

五
月
二
十
九
日

〃

三
戸
郡
南
部
町
大
字
沖
田
面
字
沖
中
五
一
の
二

南
部
町
立
南
部
公
民
館

〃

六
月
二
十
六
日

〃

十
和
田
市
西
六
番
町
一
の
四
一

十
和
田
警
察
署

〃

七
月
六
日

午
前
九
時
か
ら
正
午

ま
で

青
森
市
大
字
荒
川
字
藤
戸
一
一
九
の
七

青
森
県
総
合
社
会
教
育
セ
ン
タ
ー

〃

七
月
八
日

午
後
一
時
か
ら
午
後

四
時
ま
で

む
つ
市
中
央
一
丁
目
一
九
の
一

む
つ
警
察
署

〃

七
月
十
八
日

〃

三
沢
市
平
畑
一
丁
目
一
の
三
八

三
沢
警
察
署

〃

七
月
二
十
六
日

〃

弘
前
市
大
字
八
幡
町
三
丁
目
三
の
二

弘
前
警
察
署

〃

八
月
二
十
三
日

〃

三
戸
郡
五
戸
町
大
字
豊
間
内
字
地
蔵
平
一
の
四

〇
七
五
戸
町
ひ
ば
り
野
ス
ポ
ー
ツ
交
流
セ
ン
タ
ー

〃

九
月
十
二
日

〃

黒
石
市
北
美
町
二
丁
目
四
七
の
一

黒
石
警
察
署

〃

九
月
二
十
八
日

午
前
九
時
か
ら
正
午

ま
で

八
戸
市
大
字
売
市
字
輿
遊
下
三

八
戸
市
ス
ポ
ー
ツ
研
修
セ
ン
タ
ー

〃

十
月
十
一
日

午
後
一
時
か
ら
午
後

四
時
ま
で

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字
本
町
二
〇
七

鰺
ケ
沢
警
察
署

〃

十
月
二
十
四
日

〃

三
戸
郡
南
部
町
大
字
沖
田
面
字
沖
中
五
一
の
二

南
部
町
立
南
部
公
民
館

〃

十
一
月
三
日

午
前
九
時
か
ら
正
午

ま
で

弘
前
市
大
字
末
広
四
丁
目
一
〇
の
一

弘
前
市
総
合
学
習
セ
ン
タ
ー

〃

十
二
月
十
二
日

午
後
一
時
か
ら
午
後

四
時
ま
で

上
北
郡
七
戸
町
字
大
沢
五
七
の
四
九

七
戸
警
察
署

令
和
七
年

一
月
十
日

〃

青
森
市
大
字
荒
川
字
藤
戸
一
一
九
の
七

青
森
県
総
合
社
会
教
育
セ
ン
タ
ー

〃

二
月
十
四
日

〃

十
和
田
市
西
六
番
町
一
の
四
一

十
和
田
警
察
署

〃

三
月
十
三
日

〃

五
所
川
原
市
字
栄
町
六
の
一

五
所
川
原
警
察
署

二

講
習
科
目

１

猟
銃
及
び
空
気
銃
の
所
持
に
関
す
る
法
令

２

猟
銃
及
び
空
気
銃
の
使
用
、
保
管
等
の
取
扱
い

３

猟
銃
用
火
薬
類
に
関
す
る
法
令

三

受
講
者
の
資
格

青
森
県
公
安
委
員
会
の
管
轄
区
域
内
に
住
所
を
有
し
、
猟
銃
又
は
空
気
銃
の
所
持
の
許
可
の
更

新
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

四

受
講
手
続

１

講
習
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
講
習
開
催
日
の
十
日
前
ま
で
に
住
所
地
を
管
轄
す
る
警
察

署
に
、
講
習
受
講
申
込
書
に
必
要
な
事
項
を
記
入
し
、
写
真
（
提
出
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た

無
帽
、
正
面
、
上
三
分
身
、
無
背
景
の
も
の
で
、
裏
面
に
氏
名
及
び
撮
影
年
月
日
を
記
入
し
た

も
の
）
を
添
え
て
提
出
す
る
こ
と
。

２

講
習
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
受
講
手
数
料
を
青
森
県
収
入
証
紙
に
よ
り
納
付
す
る
こ

と
。

五

講
習
修
了
証
明
書
の
交
付
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講
習
修
了
証
明
書
は
、
講
習
会
に
お
け
る
講
習
を
受
け
、
所
定
の
科
目
を
修
得
し
た
者
に
交
付

す
る
。

青
森
県
公
安
委
員
会
告
示
第
三
十
五
号

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
六
号
）
第
五
条
の
三
の
二
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
ク
ロ
ス
ボ
ウ
の
所
持
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
対
す
る
ク
ロ
ス
ボ
ウ
の
取
扱
い
に

関
す
る
講
習
会
を
次
の
と
お
り
開
催
す
る
の
で
、
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
施
行
令
（
昭
和
三
十

三
年
政
令
第
三
十
三
号
）
第
十
九
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

令
和
六
年
三
月
十
八
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

横

町

俊

明

一

講
習
会
の
日
時
及
び
場
所

開

催

日

時

開

催

場

所

年

月

日

講

習

時

間

令
和
六
年

七
月
十
九
日

午
前
九
時
か
ら
午
後

六
時
ま
で

八
戸
市
城
下
一
丁
目
一
六
の
二
五

八
戸
警
察
署

〃

九
月
五
日

〃

弘
前
市
大
字
八
幡
町
三
丁
目
三
の
二

弘
前
警
察
署

〃

十
月
三
十
日

〃

青
森
市
安
方
二
丁
目
一
五
の
九

青
森
警
察
署

二

講
習
科
目

１

ク
ロ
ス
ボ
ウ
の
所
持
に
関
す
る
法
令

２

ク
ロ
ス
ボ
ウ
の
使
用
、
保
管
等
の
取
扱
い

三

受
講
者
の
資
格

青
森
県
公
安
委
員
会
の
管
轄
区
域
内
に
住
所
を
有
し
、
ク
ロ
ス
ボ
ウ
の
所
持
の
許
可
を
受
け
よ

う
と
す
る
者

四

受
講
手
続

１

講
習
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
講
習
開
催
日
の
十
日
前
ま
で
に
住
所
地
を
管
轄
す
る
警
察

署
に
、
講
習
受
講
申
込
書
に
必
要
な
事
項
を
記
入
し
、
写
真
（
提
出
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た

無
帽
、
正
面
、
上
三
分
身
、
無
背
景
の
も
の
で
、
裏
面
に
氏
名
及
び
撮
影
年
月
日
を
記
入
し
た

も
の
）
を
添
え
て
提
出
す
る
こ
と
。

２

講
習
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
受
講
手
数
料
を
青
森
県
収
入
証
紙
に
よ
り
納
付
す
る
こ

と
。

五

講
習
修
了
証
明
書
の
交
付

講
習
修
了
証
明
書
は
、
講
習
会
に
お
け
る
講
習
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
、
所
定
の
科
目
を
修
得

し
た
か
ど
う
か
を
考
査
し
、
こ
れ
ら
の
科
目
を
修
得
し
た
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
交
付
す
る
。

青
森
県
公
安
委
員
会
告
示
第
三
十
六
号

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
六
号
）
第
五
条
の
三
の
二
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
ク
ロ
ス
ボ
ウ
の
所
持
の
許
可
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
対
す
る
ク
ロ
ス
ボ
ウ
の
取

扱
い
に
関
す
る
講
習
会
を
次
の
と
お
り
開
催
す
る
の
で
、
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
施
行
令
（
昭

和
三
十
三
年
政
令
第
三
十
三
号
）
第
十
九
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

令
和
六
年
三
月
十
八
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

横

町

俊

明

一

講
習
会
の
日
時
及
び
場
所

開

催

日

時

開

催

場

所

年

月

日

講

習

時

間

令
和
六
年

十
一
月
六
日

午
後
一
時
か
ら
午
後

四
時
ま
で

弘
前
市
大
字
八
幡
町
三
丁
目
三
の
二

弘
前
警
察
署

二

講
習
科
目

１

ク
ロ
ス
ボ
ウ
の
所
持
に
関
す
る
法
令

２

ク
ロ
ス
ボ
ウ
の
使
用
、
保
管
等
の
取
扱
い

三

受
講
者
の
資
格

青
森
県
公
安
委
員
会
の
管
轄
区
域
内
に
住
所
を
有
し
、
ク
ロ
ス
ボ
ウ
の
所
持
の
許
可
の
更
新
を

受
け
よ
う
と
す
る
者
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四

受
講
手
続

１

講
習
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
講
習
開
催
日
の
十
日
前
ま
で
に
住
所
地
を
管
轄
す
る
警
察

署
に
、
講
習
受
講
申
込
書
に
必
要
な
事
項
を
記
入
し
、
写
真
（
提
出
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た

無
帽
、
正
面
、
上
三
分
身
、
無
背
景
の
も
の
で
、
裏
面
に
氏
名
及
び
撮
影
年
月
日
を
記
入
し
た

も
の
）
を
添
え
て
提
出
す
る
こ
と
。

２

講
習
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
受
講
手
数
料
を
青
森
県
収
入
証
紙
に
よ
り
納
付
す
る
こ

と
。

五

講
習
修
了
証
明
書
の
交
付

講
習
修
了
証
明
書
は
、
講
習
会
に
お
け
る
講
習
を
受
け
、
所
定
の
科
目
を
修
得
し
た
者
に
交
付

す
る
。

青
森
県
公
安
委
員
会
告
示
第
三
十
七
号

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
六
号
）
第
九
条
の
十
四
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
空
気
銃
の
年
少
射
撃
資
格
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
対
す
る
空
気
銃
の
取
扱
い
に
関

す
る
講
習
会
を
次
の
と
お
り
開
催
す
る
の
で
、
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
三

年
政
令
第
三
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

令
和
六
年
三
月
十
八
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

横

町

俊

明

一

講
習
会
の
日
時
及
び
場
所

開

催

日

時

開

催

場

所

年

月

日

講

習

時

間

令
和
六
年

八
月
九
日

午
前
九
時
か
ら
午
後

六
時
ま
で

青
森
市
大
字
荒
川
字
藤
戸
一
一
九
の
七

青
森
県
総
合
社
会
教
育
セ
ン
タ
ー

二

講
習
科
目

１

空
気
銃
の
所
持
に
関
す
る
法
令

２

空
気
銃
の
使
用
、
保
管
等
の
取
扱
い

三

受
講
者
の
資
格

青
森
県
公
安
委
員
会
の
管
轄
区
域
内
に
住
所
を
有
し
、
空
気
銃
の
年
少
射
撃
資
格
の
認
定
を
受

け
よ
う
と
す
る
者

四

受
講
手
続

１

講
習
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
講
習
開
催
日
の
十
日
前
ま
で
に
住
所
地
を
管
轄
す
る
警
察

署
に
、
講
習
受
講
申
込
書
に
必
要
な
事
項
を
記
入
し
、
写
真
（
提
出
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た

無
帽
、
正
面
、
上
三
分
身
、
無
背
景
の
も
の
で
、
裏
面
に
氏
名
及
び
撮
影
年
月
日
を
記
入
し
た

も
の
）
を
添
え
て
提
出
す
る
こ
と
。

２

講
習
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
受
講
手
数
料
を
青
森
県
収
入
証
紙
に
よ
り
納
付
す
る
こ

と
。

五

講
習
修
了
証
明
書
の
交
付

講
習
修
了
証
明
書
は
、
講
習
会
に
お
け
る
講
習
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
、
所
定
の
科
目
を
修
得

し
た
か
ど
う
か
を
考
査
し
、
こ
れ
ら
の
科
目
を
修
得
し
た
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
交
付
す
る
。
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